
いじめ対応チーム会議 

 

  

「いじめ」・重大事態対応体制 
 

 ○児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めた時 

     ・自殺の企図         ・身体への重大な損害 

・金品等への重大な被害    ・精神性の疾患の発症 

 

 ○いじめにより、相当の期間（年間３０日・一定期間連続）欠席及び疑いがある時 

 

 ○児童・保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申し立てがあった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

    

               

召集・指揮 

             

     

       

 

           

 

（どちらが、調査するかは、教育委員会が判断する） 

  

              

                       

    

 

 

        

情報収集 

発生 
情報を得た教職員 

 

担任・いじめ担当・生活指導担当 校長 

市教育委員会 

 

丹波市教育委員会が調査主体 

丹波市いじめ問題専門委員会 
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学校が調査主体 
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・こども家庭センター

丹波分室等 

加害・被害の児童・保護者 

市長 

対応 

教職員・児童・保護者・地域住民 

（日常の観察・アンケート・教育相談・周りの児童からの情報・児童の相談） 

 

 

 

 



「いじめ」対応体制 
 教職員・児童・保護者・地域住民 

   （日常の観察・アンケート・教育相談・周りの児童からの情報・児童の相談） 
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          報告・共通理解             

      共通                        支援 

       理解  調査方針・分担決定                 
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対応班の編成 

(担任・生活指導担当等) 

 

情報を得た教職員 

 

担任・いじめ担当・生活指導担当 

調査班の編成 

(担任・生活指導担当等) 

 

いじめ対応チーム会議 

校長・教頭・いじめ担当・生活指導担当・

養教・担任・スクールカウンセラー 他 

市教育委員会 

・いじめ対応支援チーム 

職

員

会

議 

県教育委員会 

・学校問題サポートチーム 

・教育相談窓口 

対応班による対応、報告・共通理解 

 ・被害児童 ・加害児童  

・周囲の児童 ・児童全体（学年・全校） 

再発防止  

未然防止活動 

解消報告・共通理解 

継続指導・継続観察 

・今後の対応について、検討（再発防止案） 

・「いじめ対応チーム」の見直し・改善 
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